
第
百
十
九
号
議
案

仙
台
市
客
引
き
行
為
等
の
禁
止
に
関
す
る
条
例

仙
台
市
客
引
き
行
為
等
の
禁
止
に
関
す
る
条
例

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
客
引
き
行
為
等
の
禁
止
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
等
が
安
全
か
つ
快

適
に
公
共
の
場
所
を
通
行
し
、
又
は
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
を
確
保
し
、
も
っ
て
魅
力
と
活
力
の
あ
る
安
全
で

快
適
な
街
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　

客
引
き
行
為
等　

道
路
そ
の
他
公
共
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

イ　

客
引
き
行
為（
相
手
方
を
特
定
し
て
、客
と
な
る
よ
う
に
誘
う
行
為
を
い
う
。
ロ
及
び
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。）

ロ　

客
待
ち
行
為
（
客
引
き
行
為
を
す
る
目
的
で
、
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
を
待
つ
行
為
を
い
う
。）

ハ　

勧
誘
行
為
（
相
手
方
を
特
定
し
て
、
役
務
に
従
事
す
る
よ
う
に
勧
誘
す
る
行
為
を
い
う
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。）

ニ　

勧
誘
待
ち
行
為
（
勧
誘
行
為
を
す
る
目
的
で
、
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
を
待
つ
行
為
を
い
う
。）

二　

市
民
等　

市
内
に
居
住
し
、
若
し
く
は
滞
在
し
、
又
は
市
内
を
通
過
す
る
者
を
い
う
。

三　

事
業
者
等　

事
業
（
そ
の
準
備
行
為
を
含
む
。）
を
行
う
者
又
は
そ
の
従
業
者
を
い
う
。

四　

町
内
会
等　

町
内
会
そ
の
他
の
地
縁
に
よ
る
団
体
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百

六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
縁
に
よ
る
団
体
を
い
う
。）
及
び
商
店
街
振
興
組
合
を
い
う
。

（
市
の
責
務
）

第
三
条　

市
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
客
引
き
行
為
等
の
禁
止
に
関
し
必
要
な
施
策
を
推
進
す
る
も
の
と

す
る
。

２　

市
は
、
前
項
の
施
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
町
内
会
等
及
び
警
察
署
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
連
携
を
図
る
と
と
も

に
、
必
要
な
協
議
を
行
い
、
又
は
協
力
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
市
民
等
及
び
事
業
者
等
の
責
務
）

第
四
条　

市
民
等
及
び
事
業
者
等
は
、
前
条
第
一
項
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
客
引
き
行
為
等
禁
止
区
域
の
指
定
）

第
五
条　

市
長
は
、
市
民
等
が
安
全
か
つ
快
適
に
公
共
の
場
所
を
通
行
し
、
又
は
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
を
確
保

す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
区
域
を
、
客
引
き
行
為
等
禁
止
区
域
（
以
下
「
禁
止
区
域
」
と
い
う
。）
と
し

て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
禁
止
区
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
仙
台
市
安
全
安
心
街
づ

く
り
条
例
（
平
成
十
八
年
仙
台
市
条
例
第
三
号
）
第
九
条
第
一
項
の
仙
台
市
安
全
安
心
街
づ
く
り
推
進
会
議
の
意
見
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

市
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
禁
止
区
域
を
指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

市
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
区
域
の
指
定
を
変
更
し
、
又
は
解
除
す
る
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こ
と
が
で
き
る
。

５　

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
区
域
の
指
定
の
変
更
及
び
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
禁
止
区
域
に
お
け
る
客
引
き
行
為
等
の
禁
止
）

第
六
条　

何
人
も
、
禁
止
区
域
に
お
い
て
客
引
き
行
為
等
を
し
、
又
は
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
禁
止
区
域
に
お
け
る
客
引
き
行
為
を
用
い
た
営
業
の
禁
止
）

第
七
条　

事
業
者
等
は
、
禁
止
区
域
で
客
引
き
行
為
を
し
た
者
又
は
当
該
客
引
き
行
為
に
関
係
の
あ
る
者
か
ら
紹
介
を
受

け
て
、
当
該
客
引
き
行
為
を
受
け
た
者
を
客
と
し
て
当
該
事
業
者
等
の
店
舗
に
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
禁
止
区
域
に
お
け
る
事
業
者
等
の
責
務
）

第
八
条　

事
業
者
等
は
、
禁
止
区
域
に
お
い
て
、
屋
外
で
従
業
者
そ
の
他
の
者
に
事
業
に
関
す
る
宣
伝
を
さ
せ
る
と
き
は
、

そ
の
者
に
対
し
、
客
引
き
行
為
等
の
禁
止
に
関
す
る
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
禁
止
区
域
に
お
け
る
市
及
び
町
内
会
等
の
協
力
）

第
九
条　

市
及
び
町
内
会
等
（
禁
止
区
域
を
そ
の
区
域
又
は
地
区
に
含
む
も
の
に
限
る
。）
は
、
禁
止
区
域
に
お
け
る
客

引
き
行
為
等
を
さ
せ
な
い
た
め
の
取
組
を
協
力
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
勧
告
）

第
十
条　

市
長
は
、
第
六
条
又
は
第
七
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為（
第
十
八
条
を
除
き
、
以
下「
違
反
行
為
」と
い
う
。）

を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
違
反
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
命
令
）

第
十
一
条　

市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
当
該
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当

該
勧
告
に
係
る
違
反
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
の
徴
収
等
）

第
十
二
条　

市
長
は
、
前
二
条
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
違
反
行
為
を
し
た
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告

を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

市
長
は
、
前
二
条
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
に
、
事
業
者
等
の
事
務
所
、
店
舗
そ
の
他

事
業
に
関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
必
要
な
調
査
又
は
質
問
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
り
及
び
調
査
又
は
質
問
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者

の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
及
び
調
査
又
は
質
問
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し

て
は
な
ら
な
い
。

（
公
表
）

第
十
三
条　

市
長
は
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
当
該
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

当
該
命
令
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
）

二　

公
表
の
原
因
と
な
る
事
実

三　

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２　

市
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
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よ
る
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し

く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二　

公
表
の
原
因
と
な
る
事
実

三　

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

３　

市
長
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
公
表
の
対
象
と
な
る
者
に
、
あ

ら
か
じ
め
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
土
地
等
の
所
有
者
等
へ
の
通
知
）

第
十
四
条　

市
長
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
た
と
き
は
、
当
該
公
表
が
さ
れ
た
者
の
業
務

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
又
は
建
物
の
所
有
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
を
貸
し
付
け
て
い
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
管
理
者
に

対
し
、
当
該
公
表
の
内
容
を
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
情
報
提
供
）

第
十
五
条　

市
長
は
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
関
係
警
察
署
長
そ
の
他
関
係

機
関
の
長
又
は
関
係
団
体
の
代
表
者
に
対
し
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

市
長
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
警
察
署
長
そ
の
他
関
係
機
関
の

長
に
対
し
、
違
反
行
為
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
客
引
き
行
為
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
十
六
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。

（
罰
則
）

第
十
七
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一　

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

二　

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

三　

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に

対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

（
両
罰
規
定
）

第
十
八
条　

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業

務
に
関
し
、
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
同
条
の

過
料
を
科
す
る
。

　
　

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
の
規

定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

理　

由

魅
力
と
活
力
の
あ
る
安
全
で
快
適
な
街
の
実
現
に
資
す
る
た
め
、
客
引
き
行
為
等
の
禁
止
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
た
め
、
新
た
に
条
例
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
百
二
十
号
議
案

特
別
職
の
職
員
の
給
与
、
旅
費
、
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
方
法
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

特
別
職
の
職
員
の
給
与
、
旅
費
、
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
方
法
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

第
一
条　

特
別
職
の
職
員
の
給
与
、
旅
費
、
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
方
法
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
仙

台
市
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
及
び
第
九
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。

第
二
条　

特
別
職
の
職
員
の
給
与
、
旅
費
、
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
方
法
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
以
下
こ
の
条
」
を
「
次
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
六
月
一
日
を
基
準
日
と
し
て
支
給

す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
五
十
七
・
五
、
十
二
月
一
日
を
基
準
日
と
し
て
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の

百
七
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
十
二
月
一
日
」
の
下
に
「（
次
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、

同
条
第
三
項
中
「
、
六
月
一
日
を
基
準
日
と
し
て
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
五
十
七
・
五
、
十
二
月
一
日

を
基
準
日
と
し
て
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
七
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
条
例
は
、公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
市
長
が
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
、
旅
費
、
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
方
法
に
関
す

る
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。）
第
六
条
第
二
項
及
び
第
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
三

十
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
給
与
の
内
払
）

３　

改
正
後
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
、

旅
費
、
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
方
法
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の

条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

　
　
　
　

理　

由

国
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
の
特
別
職
の
職
員
並
び
に
本
市
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
の
改
定
措
置
等
を
考
慮
し
、
議

員
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
等
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
定
す
る
た
め
、現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
百
二
十
一
号
議
案

市
長
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

市
長
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条　

市
長
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。

第
二
条　

市
長
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
、
六
月
一
日
を
基
準
日
と
し
て
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
五
十
七
・
五
、
十
二
月

一
日
を
基
準
日
と
し
て
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
七
十
七
・
五
」を「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」に
改
め
る
。

　
　

附　

則

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
条
例
は
、公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
市
長
が
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
市
長
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。）

第
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
給
与
の
内
払
）

３　

改
正
後
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
市
長
等
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

　
　
　
　

理　

由

国
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
の
特
別
職
の
職
員
並
び
に
本
市
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
の
改
定
措
置
等
を
考
慮
し
、
市

長
等
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
定
す
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例

案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
百
二
十
二
号
議
案

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
仙
台
市
条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
九
十
」
を
「
百
分
の
九
十
五
」
に
、「
百
分
の
百
十
」
を
「
百
分
の
百
十
五
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
四
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
四
十
七
・
五
」
に
、「
百
分
の
五
十
二
・
五
」
を
「
百

分
の
五
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。

第
二
条　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
五
第
二
項
中
「
、
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
二
十
二
・
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る

場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
三
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
三
十
」
に
、「
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分

の
百
二
・
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

七
十
二
・
五
」
と
、「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
す
る
。

第
十
九
条
の
五
第
五
項
中
「
行
政
職
給
料
表
」
の
下
に
「
又
は
消
防
職
給
料
表
」
を
、「
あ
る
も
の
」
の
下
に
「（
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。）」
を
加
え
、「
同
表
」
を
「
こ
れ
ら
の
表
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
九
十
五
」
を
「
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し

く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算

し
た
額
に
百
分
の
九
十
二
・
五
」
に
、「
百
分
の
百
十
五
」
を
「
百
分
の
百
十
二
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百

分
の
四
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
四
十
五
」
に
、「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
五
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「（
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は

死
亡
し
た
日
現
在
）」
及
び
「
及
び
扶
養
手
当
」
を
削
り
、「
並
び
に
こ
れ
ら
」
を
「
及
び
こ
れ
」
に
改
め
る
。

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
仙
台
市
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
八
千
五
百
円
（
」
の
下
に
「
職
員
に
配
偶
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
う
ち
一
人
に
つ
い
て

は
九
千
三
百
円
、」
を
加
え
、「
、
そ
の
う
ち
一
人
に
つ
い
て
は
一
万
千
円
」
を
「
そ
の
う
ち
一
人
に
つ
い
て
は
一
万
千

円
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
条
例
は
、公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
市
長
が
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２　

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
平
成

二
十
九
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。）
の
規
定
は
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。）
の
規
定
は
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
給
与
の
内
払
）

３　

平
成
二
十
九
年
改
正
条
例
の
規
定
又
は
改
正
後
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
規
定
及
び
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
平
成
二
十
九
年
改
正
条
例
の
規
定
又
は
改
正

後
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

（
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）

４　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

　
　
　
　

理　

由

人
事
委
員
会
の
市
議
会
及
び
市
長
に
対
す
る
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
報
告
及
び
勧
告
並
び
に
国
及
び
他
の
地
方
公
共

団
体
の
職
員
の
給
与
の
改
定
措
置
等
を
考
慮
し
職
員
の
扶
養
手
当
の
額
並
び
に
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
を

改
定
す
る
等
の
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
百
二
十
三
号
議
案

仙
台
市
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
仙
台
市
条
例
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
二
の
十
四
の
項
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
等
関
係
情
報
」
の
下
に
「
、
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通

所
支
援
若
し
く
は
障
害
児
入
所
支
援
に
関
す
る
情
報
、
障
害
者
自
立
支
援
給
付
関
係
情
報
」
を
加
え
、
同
表
の
二
十
一
の

項
中
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
よ
る
自
立
支
援
給
付
の
支
給
に
関
す

る
情
報
」
を
「
障
害
者
自
立
支
援
給
付
関
係
情
報
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

介
護
給
付
等
の
支
給
に
関
す
る
事
務
に
係
る
個
人
番
号
の
部
内
利
用
に
つ
い
て
定
め
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
百
二
十
四
号
議
案

仙
台
市
議
会
議
員
及
び
仙
台
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の

使
用
及
び
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

仙
台
市
議
会
議
員
及
び
仙
台
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の

作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
議
会
議
員
及
び
仙
台
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
公
営

に
関
す
る
条
例
（
平
成
六
年
仙
台
市
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

仙
台
市
議
会
議
員
及
び
仙
台
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例

　

「
第
二
章　

選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
公
営
（
第
二
条
―
第
六
条
）

目
次
中　

第
三
章　

選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
（
第
七
条
―
第
十
条
）　

を

　
　

第
四
章　

補
則
（
第
十
一
条
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

「
第
二
章　

選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
公
費
負
担
（
第
二
条
―
第
六
条
）

　
　

第
三
章　

選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
の
公
費
負
担
（
第
七
条
―
第
十
条
）

　
　

第
四
章　

選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
費
負
担
（
第
十
一
条
―
第
十
四
条
）　

　
　

第
五
章　

補
則
（
第
十
五
条
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

第
一
条
中
「
第
百
四
十
一
条
第
八
項
」
の
下
に
「
、
第
百
四
十
二
条
第
十
一
項
」
を
、「
使
用
」
の
下
に
「
、
法
第
百

四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
ビ
ラ
（
以
下
「
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
」
と
い
う
。）
の
作
成
」
を
加
え
、「
公
営
」
を
「
公
費
負

担
」
に
改
め
る
。

第
二
章
の
章
名
及
び
第
二
条
の
見
出
し
中
「
公
営
」
を
「
公
費
負
担
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
四
章
を
第
五
章
と
す
る
。

第
三
章
の
章
名
中
「
公
営
」
を
「
公
費
負
担
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
第
七
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
第
七
条
後
段
」
を
「
第
十
一
条
後
段
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
端
数
は
、
一
円
と
す
る
」
を
「
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
八
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
公
営
」
を
「
公
費
負
担
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を

第
十
一
条
と
す
る
。

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、
第
二
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
三
章　

選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
の
公
費
負
担

（
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
の
公
費
負
担
）

第
七
条　

候
補
者
は
、
第
十
条
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
で
、
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
を
無
料
で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

に
改
め
る
。
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の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
の
契
約
締
結
の
届
出
）

第
八
条　

前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す
る
者
（
以
下
「
ビ
ラ
作
成
業
者
」
と

い
う
。）と
の
間
に
お
い
て
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
に
関
し
有
償
契
約
を
締
結
し
、委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
旨
を
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
費
の
支
払
）

第
九
条　

市
は
、
候
補
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。）
が
同
条
の
契
約
に
基
づ
き
当
該
契
約
の
相

手
方
で
あ
る
ビ
ラ
作
成
業
者
に
支
払
う
べ
き
金
額
の
う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
一

枚
当
た
り
の
作
成
単
価
（
当
該
作
成
単
価
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
超
え
る

場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
）
に
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
（
当
該
候
補
者
を
通
じ
て
法
第
百
四

十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
定
め
る
枚
数
（
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
に
あ
っ
て
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）
第
百
三
十
二
条
の
六
第
一
項
の
表
に
定
め
る
枚
数
）
の
範

囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
委
員

会
が
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
第
七
条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
ビ
ラ
作
成
業
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
ビ
ラ
作
成
業
者
に
対
し

支
払
う
。

一　

当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
が
五
万
枚
以
下
で
あ
る
場
合　

七
円
五
十
一
銭

二　

当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
が
五
万
枚
を
超
え
る
場
合　

三
十
七
万
五
千
五
百
円
と
五
円
二
銭
に
そ
の
五

万
枚
を
超
え
る
枚
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
金
額
を
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
で
除
し
て
得
た
金

額
（
当
該
金
額
に
一
銭
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
銭
に
切
り
上
げ
た
金
額
）

（
公
費
負
担
の
限
度
額
）

第
十
条　

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
を
作
成
す
る
場
合
の
公
費
負
担
の
限
度
額
は
、
候
補
者
一
人
に
つ
い

て
、
七
円
五
十
一
銭
に
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
（
当
該
作
成
枚
数
が
、
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
定

め
る
枚
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
号
に
定
め
る
枚
数
（
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
に
あ
っ
て
は
、
令
第
百
三

十
二
条
の
六
第
一
項
の
表
に
定
め
る
枚
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、同
表
に
定
め
る
枚
数
））を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
仙
台
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
）

２　

仙
台
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
仙
台
市
条
例
第
五
十

号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３　

改
正
後
の
仙
台
市
議
会
議
員
及
び
仙
台
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　

理　

由
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公
職
選
挙
法
の
改
正
を
考
慮
し
市
議
会
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
に
係
る
費
用
の
公

費
負
担
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
条
例
の
題
名
を
仙
台
市
議
会
議
員
及
び
仙
台
市
長
の
選
挙
に
お
け
る

選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
に
改
め
る
等
の
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、

こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第 125 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1　工 事 件 名　　（旧）西田中工場解体工事

2　工事施行場所　　仙台市泉区西田中字杭城山55番 2

3 　契約の方法　　一般競争入札

4　契 約 金 額　　金 544,536,000円

5 　契約の相手方　　東京都港区元赤坂一丁目 3番 1号

　　　　　　　　　　鹿島建設株式会社

23



第 126 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1　工 事 件 名　　仙台市立大野田小学校校舎増築及び給食棟増改築その他工事

2　工事施行場所　　仙台市太白区大野田五丁目27番 1 ，27番 2

3 　契約の方法　　一般競争入札

4　契 約 金 額　　金 603,720,000円

5 　契約の相手方　　仙台市青葉区立町27番21号

　　　　　　　　　　橋本店・鷹觜建設共同企業体

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区立町27番21号

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社橋本店

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市宮城野区原町四丁目 6番 2号

　　　　　　　　　　　　　　　鷹觜建設株式会社
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第 127 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1　工 事 件 名　　荒浜地区避難の丘整備工事

2　工事施行場所　　仙台市若林区荒浜新一丁目地内

3　契約の方法　　一般競争入札

4　契 約 金 額　　金 680,400,000円

5 　契約の相手方　　仙台市青葉区八幡六丁目 9番 1号

　　　　　　　　　　奥田建設・赤坂建設共同企業体

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区八幡六丁目 9番 1号

　　　　　　　　　　　　　　　奥田建設株式会社

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市泉区上谷刈字赤坂 9番地の 2

　　　　　　　　　　　　　　　赤坂建設株式会社
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第 128 号議案

工事請負契約の締結に関する件の一部変更に関する件

平成28年12月20日付けで議決を得た仙台市東部復興道路整備事業（主）塩釜亘理線道路改築工

事（藤塚工区・その 1）に係る工事請負契約の締結に関する件の一部を次のとおり変更すること

につき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2条の規定により，議決を求める。

原契約金額 � 金 1,565,488,080円

変更契約金額� 金 1,761,569,640円

増 加 金 額 � 金 196,081,560円
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第 129 号議案

指定管理者の指定に関する件

次の施設の指定管理者を指定することにつき，地方自治法第244条の 2第 6 項の規定により，

議決を求める。

施設の名称 指 定 す る 団 体 指定の期間

仙台市台原老人福祉セ
ンター

仙台市青葉区五橋二丁目12番 2 号
社会福祉法人仙台市社会福祉協議会

平成31年 4 月 1 日から
平成34年 3 月31日まで

仙台市台原デイサービ
スセンター
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第 130 号議案

指定管理者の指定に関する件

次の施設の指定管理者を指定することにつき，地方自治法第244条の 2第 6 項の規定により，

議決を求める。

施設の名称 指 定 す る 団 体 指定の期間

仙台市子育てふれあい
プラザ長町南

東京都豊島区東池袋一丁目44番 3 号
特定非営利活動法人ワーカーズコープ

平成31年 4 月 1 日から
平成36年 3 月31日まで
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第 131 号議案

指定管理者の指定に関する件

次の施設の指定管理者を指定することにつき，地方自治法第244条の 2第 6 項の規定により，

議決を求める。

施設の名称 指 定 す る 団 体 指定の期間

仙台市南吉成児童館
仙台市青葉区大町二丁目12番 1 号
公益財団法人仙台ひと・まち交流財団

平成31年 4 月 1 日から
平成36年 3 月31日まで
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第 132 号議案

指定管理者の指定に関する件

次の施設の指定管理者を指定することにつき，地方自治法第244条の 2第 6 項の規定により，

議決を求める。

施設の名称 指 定 す る 団 体 指定の期間

仙台市八木山動物公園
駅駐車場

仙台市青葉区本町一丁目 2番20号
日本管財グループ

平成31年 4 月 1 日から
平成36年 3 月31日まで
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第 133 号議案

当せん金付証票の発売限度額に関する件

本市が平成31年度において発売することができる当せん金付証票の限度額を80億円とすること

につき，当せん金付証票法第 4条第 1項の規定により，議決を求める。
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第 134 号議案

市道路線の認定及び廃止に関する件

市道の路線を次のとおり認定し，及び廃止することにつき，道路法第 8条第 2項（同法第10条

第 3項において準用する場合を含む。）の規定により，議決を求める。

1　認定するもの

路　　　　線　　　　名 起　　　　　　　　　点
終　　　　　　　　　点

堤 町 三 丁 目 10 号 線 仙台市青葉区堤町三丁目405番36
　　　同　　堤町二丁目201番24

郷 六 宮 線 仙台市青葉区郷六字宮19番13
　　　同　　　　　　11番 3

鈎 取 本 町 二 丁 目 9 号 線 仙台市太白区鈎取本町二丁目213番 3
　　　同　　　　�　　　　��31番 8

南 光 台 東 84 号 線 仙台市泉区南光台東三丁目51番98
　　　同　　　　　　　　51番83

天 神 沢 11 号 線 仙台市泉区天神沢一丁目 9番277
　　　同　　　　　　　 9番297

南 光 台 120 号 線 仙台市泉区南光台七丁目 5番 8
　　　同　　　　　　　 5番189

南 光 台 121 号 線 仙台市泉区南光台七丁目34番14
　　　同　　　　　　　 5番66

南 光 台 149 号 線 仙台市泉区南光台六丁目 3番28
　　　同　　　　　　　 3番11

南 光 台 188 号 線 仙台市泉区南光台七丁目 4番28
　　　同　　　　　　　 4番79

2 　廃止するもの

路　　　　線　　　　名 起　　　　　　　　　点
終　　　　　　　　　点

南 光 台 120 号 線 仙台市泉区南光台七丁目 5番 2
　　　同　　　　　　　 4番79

南 光 台 121 号 線 仙台市泉区南光台七丁目34番35
　　　同　　　　　　　 5番66

南 光 台 122 号 線 仙台市泉区南光台七丁目10番924
　　　同　南光台六丁目 8番16

南 光 台 123 号 線 仙台市泉区南光台六丁目68番500
　　　同　　　　　　���149番444

南 光 台 149 号 線 仙台市泉区南光台六丁目149番631
　　　同　　　　　　　 3番 2
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第 135 号議案

仙台市人事委員会の委員の選任に関する件

別紙の者を仙台市人事委員会の委員に選任することにつき，地方公務員法第 9条の 2第 2項の

規定により，同意を求める。

43

※上記別紙の者は，内田正之



第 136 号議案

仙台市監査委員の選任に関する件

仙台市監査委員須藤裕州は平成31年 2 月18日に任期を満了するので，別紙の者を後任の委員に

選任することにつき，地方自治法第196条第 1項の規定により，同意を求める。

45

※上記別紙の者は，須藤裕州


